
登米市公告第２６２号

建設工事一般競争入札（郵便入札）公告

  条件付（制限付）一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の６の規定により、次のとおり公告する。

平成２１年１２月３日

登米市長 布 施 孝 尚

１ 条件付（制限付）一般競争入札に付する事項

（１）工 事 番 号  請第251号

（２）工 事 名  日根牛地区（阿羅田・小池前工区）道路舗装工事

（３）施 工 場 所  登米市登米町日根牛小池前地内

（４）工 期  契約締結日の翌日から平成２２年３月１５日

（５）工 事 概 要  ・道路舗装延長 Ｌ＝1,627.6ｍ

            阿羅田工区(6-1)他３区画内道路工 Ｌ＝469.9ｍ

  小池前工区(7-1)他９区画内道路工 Ｌ＝1,157.7ｍ

    舗装工（表層工ｔ=5cm）Ａ＝11,150㎡

   交通安全施設工（区画線）Ｌ＝650ｍ

    交通安全施設工（ガードレール設置）Ｌ＝280ｍ

    交通安全施設工（視線誘導標設置）Ｎ＝40本

（６）支 払 条 件  前払金 有

（７）最低制限価格  契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定する

（８）入 札 方 法  条件付（制限付）一般競争入札【郵便入札】

２ 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項

  登米市競争入札参加資格及び審査等に関する規程第５条第２項の規定に基づく平成21・22年度有

資格者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。

登録業種 舗装工事

登録等級（公告日現在） ① 登米市内に本社（本店）を有する業者にあっては、Ｓ等

級、Ａ等級のいずれかの業者であること

② 登米市内に支社（支店）を有する業者にあっては、Ｓ等

級の業者であること

事業所の所在地に関する条件

施工実績に関する条件 なし

施工に関する条件 自社施工業者であること

配置技術者に関する条件

建設業法に規定する技術者の配置ができること。また、専任

の技術者を配置することとなる場合は、開札日の前日以前に

3か月以上、それ以外の場合は開札日の前日から入札参加業

者と直接的な雇用関係があること

その他 ・別紙「郵便入札公告共通事項」に示すとおりとする

３ 入札及び工事担当課

区分 担当課 電話番号 住所

入札担当課 総務部総務課契約係 ０２２０－２２－２０９１
９８７－０５９５

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地１

工事担当課 建設部日根牛地区整備対策室 ０２２０－３４－２４４６
９８７－０６０２

登米市中田町上沼字西桜場１８番地



４ 入札日程

手続等 期間・期日・期限 場所

設計図書等の閲覧 平成21年12月4日～

平成21年12月14日

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地１

登米市役所迫庁舎閲覧所

質問書の受付 平成21年12月4日～

平成21年12月14日

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地１

総務部総務課契約係

回答書の閲覧 平成21年12月4日～

平成21年12月16日

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地１

登米市役所迫庁舎閲覧所

入札書の郵送受付期間 平成21年12月12日（土）～

平成21年12月21日（月）

午後4時まで必着

（期限まで到達したもののみ有効。配達証明付

郵便に限る。）

郵送先 〒987－0595（専用郵便番号）

佐沼郵便局留

登米市総務部総務課契約係

開 札 平成21年12月22日（火）

午前11時00分から

登米市迫庁舎 ２階 大会議室

入札結果の公表 契約締結後 登米市ホームページ及び登米市総務部総務課

（注１） 上記の期間は、登米市の休日を定める条例による市の休日を除く午前９時から午後４時まで（正

午から午後１時までを除く）とする。

５ 開札への立会い

  開札への立会いは、当該入札参加者のみ認めるものとするので、代理人が開札に立ち会う場合は、委

任状を提出すること。

６ 資格審査時の提出書類

  入札執行者から開札後入札参加資格確認書類を求められた場合は、次の書類を提出する

こと。

(1) 配置技術者届出書                 １部

  (2) 配置技術者の資格者証の写し            １部

(3) 配置技術者と雇用関係が確認できる書類       １部

(4) 舗装関係職員等届出書（様式9‐1）         １部

(5) 舗装技術者実務経験調書（様式9‐2）        １部

(6) 機械調書（様式9‐3）               １部

(7) その他入札執行者が入札参加資格確認のため必要と認めた書類

    ※「様式」は、平成21・22年度登米市競争入札参加資格申請に係る様式をいう。

７ 工事費内訳書の提出

(1) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

(2) 工事費内訳書については、入札書を提出する中封筒に同封して提出すること。

８ 設計図書の閲覧等

設計図書の閲覧期間及び場所は、４に示すとおりとするが、希望者は閲覧期間中、下記

の場所において設計図書等を有料にて複写することができる。

複写場所 住  所  登米市迫町佐沼字中江５－８－２１

        商  号  （有）ユーコー商事 迫営業所

        電話番号  ０２２０－２２－９４７３

９ その他

別紙「郵便入札公告共通事項」に示すとおりとする。


